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請
願
４
号 

　
医
師
・
看
護
師
の
増
員
と
国
立
病
院
の
廃

止
・
縮
小
に
反
対
し
、
存
続
・
拡
充
を
求
め

る
請
願 

　
　
請
願
者 

　
　
　
全
日
本
国
立
医
療
労
働
組
合 

　
　
　
　
　
菊
池
支
部
長
　
　
緒
方
　
敏
雄 

　
　
　
　
　
再
春
荘
支
部
長
　
廣
田
美
栄
子 

 

請
願
趣
旨 

 

　
政
府
は
2
0
0
7
年
中
に
、
全
て
の
独
立

行
政
法
人
を
廃
止
・
民
営
化
・
民
間
委
託
の

対
象
と
し
て
全
面
的
に
見
直
し
、「
整
理
合

理
化
計
画
」
を
策
定
す
る
と
し
て
お
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
安
全
・
安
心
の
医
療
体
制
確
立
と

急
速
に
複
雑
・
高
度
化
す
る
医
療
内
容
に
対

応
す
る
為
に
も
、
医
師
・
看
護
師
を
増
員
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
政
府
に
お

か
れ
ま
し
て
は
、
国
立
病
院
の
廃
止
・
民
営

化
で
は
な
く
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
だ
れ
で

も
安
心
し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
憲

法
第
25
条
に
基
づ
い
て
設
置
さ
れ
た
国
立
病

院
が
地
域
医
療
に
お
い
て
も
し
っ
か
り
役
割

を
果
た
し
て
い
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
地

域
に
お
け
る
保
健
・
医
療
・
福
祉
を
担
う
医

師
、
看
護
師
等
の
確
保
対
策
の
拡
充
を
早
急

に
行
う
よ
う
要
望
す
る
も
の
で
す
。 

記 

１
　
国
立
病
院
の
廃
止
・
縮
小
「
合
理
化
」

に
反
対
し
、
国
民
の
医
療
要
求
に
応
え
て

地
域
医
療
を
充
実
す
る
こ
と
。 

２
　
結
核
、
重
症
心
身
障
害
児（
者
）、筋
ジ
ス

ト
ロ
フ
ィ
ー
・
神
経
難
病
、
精
神
を
は
じ
め

と
す
る
政
策
医
療
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
充
実
・

強
化
さ
せ
る
た
め
、
国
立
病
院
機
構
の
運

営
費
交
付
金
を
増
額
す
る
こ
と
。 

３
　
医
師
・
看
護
師
を
は
じ
め
と
す
る
医
療

従
事
者
の
増
員
を
行
い
、
安
全
安
心
の
医

療
を
確
立
す
る
こ
と
。 

４
　
中
期
目
標
、
中
期
計
画
終
了
時
に
国
立

病
院
機
構
を
非
特
定
独
立
行
政
法
人
化
し

な
い
こ
と
。 

    

　
　
　
　
　 

                

請
願
７
号 

　
悪
質
商
法
被
害
を
助
長
す
る
ク
レ
ジ
ッ
ト

の
被
害
を
防
止
す
る
た
め
の
割
賦
販
売
法
の

抜
本
的
改
正
に
関
す
る
請
願 

　
　
請
願
者 

　
　
　
　
熊
本
県
青
年
司
法
書
士
会 

　
　
会
長
　
今
井
　
一
洋 

     

請
願
３
号 

　
熊
本
県
内
に
お
け
る
遺
伝
子
組
み
換
え
ナ

タ
ネ
の
自
生
・
交
雑
の
防
止
に
関
す
る
請
願 

　
　
請
願
者 

　
　
　
グ
リ
ー
ン
コ
ー
プ
生
活
協
働
組
合 

　
　
　
く
ま
も
と
県
央
東
地
域
本
部 

　
　
　
　
　
ひ
ま
わ
り
地
区
委
員
長 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
田
真
由
美 

     

請
願
６
号 

　
合
志
市
の
自
給
率
堅
持
と
環
境
保
全
を
目

的
と
し
た
農
業
者
育
成
お
よ
び
農
地
保
全
に

関
す
る
請
願 

　
　
請
願
者 

　
　
　
　
合
志
市
認
定
農
業
者
協
議
会 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
永
　
健
治 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宮
本
　
　
博 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
本
　
耕
三 

請
願
２
号 

　
公
的
年
金
改
善
に
関
す
る
請
願 

　
　
請
願
者 

　
　
　
全
日
本
年
金
者
組
合
菊
鹿
支
部 

支
部
長
　
鍋
島
　
隆
輔 

 

　 

請
願
趣
旨 

 

　
高
齢
化
社
会
に
向
か
っ
て
公
的
年
金
制
度

の
充
実
は
、
国
民
の
切
実
な
要
求
と
な
っ
て

い
ま
す
。
従
っ
て
、
す
べ
て
の
国
民
に
老
後

の
生
活
を
保
障
す
る
年
金
制
度
を
作
る
た
め
、

次
の
こ
と
を
実
現
で
き
る
よ
う
、
政
府
の
関

係
省
庁
、
地
方
６
団
体
に
意
見
書
を
提
出
し

て
い
た
だ
く
よ
う
要
請
し
ま
す
。 

記 

１
　
で
き
る
だ
け
早
く
、
全
額
国
庫
負
担
の

最
低
保
障
年
金
制
度
を
創
設
し
、
無
年
金

者
や
低
額
の
年
金
者
を
無
く
し
て
、
す
べ

て
の
国
民
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
年
金
制

度
を
確
立
す
る
こ
と
。
　 

２
　
基
礎
年
金
の
国
庫
負
担
割
合
を
直
ち
に

３
分
の
１
か
ら
２
分
の
１
に
増
額
し
、
全

額
国
庫
負
担
を
め
ざ
す
こ
と
。 

３
　
年
金
財
政
の
巨
額
な
積
立
金
を
計
画
的

に
活
用
し
、
保
険
料
・
掛
金
の
引
き
上
げ
、

支
給
額
切
り
下
げ
の
年
金
法
の
実
施
を
中

止
し
、
物
価
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
年
金
額
の

切
り
下
げ
を
元
に
戻
す
こ
と 

４
　
年
金
受
給
者
の
生
活
を
破
壊
す
る
老
齢

者
控
除
の
廃
止
と
公
的
年
金
等
控
除
の
縮

小
を
や
め
て
元
に
も
ど
す
こ
と
。 

 

反
対
討
論 

　
全
額
国
庫
負
担
を
め
ざ
す
と
あ
り
ま
す
が
、

税
源
を
ど
こ
か
ら
も
っ
て
く
る
の
か
理
解
で

き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
の
財
源
難
に
そ
う
い

う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
　 

 

賛
成
討
論 

　
憲
法
２５
条
に
明
記
さ
れ
て
い
る
「
国
民
の

生
存
権
」
の
保
障
と
い
う
見
地
に
立
っ
た
年

金
制
度
を
実
現
す
る
こ
と
は
急
務
で
す
。
高

齢
者
の
思
い
を
代
弁
し
、
す
べ
て
の
国
民
に

老
後
の
生
活
を
保
障
す
る
年
金
制
度
を
つ
く

る
よ
う
求
め
て
い
る
請
願
の
趣
旨
に
賛
成
。 

     

請
願
５
号 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
中
止
・
撤
回
を

求
め
る
請
願 

　
　
請
願
者 

　
　
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
中
止
・
撤

　
　
　
回
を
求
め
る
市
民
の
会 

　
　
　
　
　
代
表
（
医
師
）
原
田
　
三
郎 

　
代
表
代
行
　
　
山
本
　
隆
憲 

  

趣
　
意
　
書 

 

　
政
府
は
08
年
度
４
月
か
ら
、
75
歳
以
上
の

高
齢
者
を
対
象
に
「
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
」

を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
70
〜
74
歳
の
窓
口

負
担
を
２
割
に
引
き
上
げ
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。
新
し
い
制
度
は
、
も
っ
ぱ
ら
医
療
費
削

減
を
目
的
に
し
た
も
の
で
、
高
齢
者
へ
の
過

酷
な
負
担
と
、
医
療
内
容
を
制
限
す
る
こ
と

が
大
き
な
特
徴
で
す
。 

　
従
っ
て
合
志
市
議
会
で
は
、
こ
の
請
願
を

採
択
し
て
い
た
だ
き
、
次
に
掲
げ
る
２
項
目

に
つ
い
て
国
及
び
関
係
省
庁
に
意
見
書
を
出

し
て
い
た
だ
き
た
く
請
願
し
ま
す
。 

　
請
願
項
目 

１
　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
、 

　
来
年
４
月
か
ら
の
実
施
を
中
止
・
撤
回
す

る
こ
と
。 

２
　
70
〜
74
歳
の
窓
口
負
担
２
割
へ
の
引
き

上
げ
を
止
め
る
こ
と
。 

 

反
対
討
論 

　
国
の
社
会
保
障
給
付
費
は
、
国
民
所
得
に

占
め
る
割
合
が
２５
％
に
達
し
て
お
り
ま
す
。

医
療
は
国
民
に
お
い
て
、
一
定
の
サ
ー
ビ
ス

が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
制
度
は
住
民
が
安
心

し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ

り
、
財
政
運
営
上
応
分
の
負
担
は
や
む
を
え

な
い
し
、
法
的
に
も
決
定
さ
れ
来
年
４
月
に

ス
タ
ー
ト
め
ざ
し
、
県
全
体
の
広
域
連
合
で

準
備
が
進
め
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
反
対
し

ま
す
。 

賛
成
討
論 

　
高
齢
者
へ
の
際
限
の
な
い
負
担
増
と
差
別

医
療
を
押
し
つ
け
る
最
悪
の
制
度
で
あ
る
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
は
中
止
撤
回
し
、
長
年

の
社
会
貢
献
に
ふ
さ
わ
し
く
、
国
と
企
業
が

財
政
負
担
し
支
払
え
る
範
囲
で
十
分
医
療
が

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
よ
う
求
め
て
い
る

請
願
の
趣
旨
に
賛
成
し
ま
す
。 

熊本再春荘病院 

 


